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建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
に
対
す
る
修
正
案

　
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
六
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
『
「
老
朽
、
損
傷
、
一
部
の
滅
失
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
建
物
の
価

額
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
、
建
物
が
そ
の
効
用
を
維
持
し
、
又
は
回
復
す
る
の
に
過
分
の
費
用
を
要
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、

集
会
に
お
い
て
」
を
「
集
会
に
お
い
て
は
」
に
、
』
及
び
『
、
「
主
た
る
使
用
目
的
を
同
一
と
す
る
」
を
削
り
』
を
削
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
二
章
中
第
六
十
八
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
七
十
条
第
一
項
中
「
属
す
る
場
合
に
お

い
て
」
を
「
属
し
、
か
つ
」
に
、
「
と
き
は
」
を
「
場
合
に
お
い
て
、
当
該
団
地
内
建
物
の
全
部
が
、
老
朽
、
損
傷
、
一
部
の

滅
失
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
そ
の
価
額
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
、
そ
の
効
用
を
維
持
し
、
又
は
回
復
す
る
の
に
過
分
の
費

用
を
要
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
」
に
、
「
団
地
内
建
物
の
区
分
所
有
者
及
び
議
決
権
の
各
五
分
の
四
以
上
の
多
数
」
を
「
各
団

地
内
建
物
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
区
分
所
有
者
の
五
分
の
四
以
上
の
者
で
あ
つ
て
議
決
権
の
合
計
の
五
分
の
四
以
上
の
議
決

権
を
有
す
る
も
の
の
賛
成
」
に
改
め
、
「
新
た
に
」
の
下
に
「
主
た
る
使
用
目
的
を
同
一
と
す
る
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
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を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

　
第
二
条
の
う
ち
第
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
の
う
ち
第
四
項
中
「
一
括
建
替
え
合
意
者
の
四
分
の
三
以
上
の
同

意
（
同
意
し
た
者
の
区
分
所
有
法
第
七
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
区
分
所
有
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
議
決
権
の
合
計

が
、
一
括
建
替
え
合
意
者
の
同
項
の
議
決
権
の
合
計
の
四
分
の
三
以
上
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
」
を
削
り
、
「
三
分
の

二
」
を
「
四
分
の
三
」
に
、
「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
七
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
区
分
所
有
法
第
六
十
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
七
条
の
う
ち
第
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
『
に
主
た
る
使
用
目
的
を
同
一
と
す
る
」
を
』
を
『
の
敷
地
」
の
下

に
』
に
、
『
に
」
に
改
め
』
を
『
」
を
加
え
』
に
改
め
る
。


